
改正の概要 

（山口市が発注する建設工事の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱（試行）要領） 

 

 

１ 改正内容 

  様式第１号（第４条関係）の項目追加 

入札終了後に公表する入札結果について、「調査基準価格」、「調査基準価格以上の最

低入札額」の項目を追加する。 

 

 

２ 施行期日 令和４年４月１日 


